
○
経
済
産
業
省
令
第
七
十
号

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
条
第
二
項
第
四
号
及
び
第

十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日

経
済
産
業
大
臣

直
嶋

正
行

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

特
許
協
力
条
約
に
基
づ
く
国
際
出
願
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
七
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
７

（第
1
6
条
関
係

）

- 1 -



- 2 -



- 3 -



- 4 -



- 5 -



- 6 -



- 7 -



- 8 -
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〔備
考

〕
ア
ラ
ビ
ア
数
字
に
よ
り
１
か
ら
始
ま
る
連
続
番
号
を
用
紙
の
上
端
又
は
下
端
の
中
央
に

記
載
す
る
。

出
全
体
を
通
じ
統
一
し
て
使

れ
て

の
を

国
際

願
用
さ

い
る
も

用
い
る
。

の
欄
に
記
入
す
る
と

は
き

、
ー

「

字
用
い
る

に
よ
り

マ
を

と
き
は
、

、

７
発
明
の
名
称
は

か
つ

短
く

的
確
な
も
の
と
す
る

、
、

、
。

か
る
書
類

号
あ
つ

字
え

い
も

載
る

方
ら
な

記
で

て
を
超

な
の
を
記

す
1
2

、
。

６
出
願
人
又
は
代
理
人
の
書
類
記
号

マ
字
若
し
く
は
ア

ビ
ア
数
字
又
は
そ
の
双

ロ
ラ

」
考

に
い

字
さ
が
縦

㎝
以
上

字
か
つ

暗
お

て
ロ

大
文

の
大
き

の
文

1
2
1
5

0
.
2
1

）

、
ー

、

５
記
載
事
項
は

備
考

に
お
い

引
用
す
る
様
式
第
１
の
備

９
ポ
イ
ン
ト
か
ら

ポ
イ
ン
ト
ま

の
大

さ
の
文
字

2
1

て
1
0

で
き

（

、

色
の
退
色
性
の
な
い
色
で
あ
つ
て
備
考
2
1
に
お
い
て
引
用
す
る
様
式
第
１
の
備
考
４
に
定
め
る
要
件
を
満
た
す
も
の
で
記

載
る

す
。

計
量
単
位
は

ト
ル
法
に
よ
り
記
載
す
る

、
ー

。

用
４

語
は
、

３
技

用
用

用
い

術
語
は

学
術

語
を

る
、

。

２
メ

１
願
書
の
す
べ

の
用
紙
に
は

て
、

- 14 -



８９

載
す
る
。

記
載
す
べ
き
出
願
人
又
は
発
明
者
の
す
べ
て
を
該
当
す
る
欄
に
記
載
し
き
れ
な
い
と
き
は
、

「そ
の
他
の
出
願
人
又
は

発
明
者
が
続
葉
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

」の
前
の 

□
内
に
レ
印
を
付
し
、
続
葉
を
用
い
て
記
載
す
る
。

 

「

、
か
つ
、
通
知
が
送
付
さ
れ
る
あ
て
名
を
記
載
す
る
と
き
は
、

「通
知
の
た
め
の
あ
て
名

」の
前
の 

□
内
に
レ
印
を
付
す

「「

を
記
載
す
る
。

優
先
権

張
に

主
の
欄

は
、

」

及
び

の
欄
に
は
、

「

あ
人

任
る
場

に
通
知
の

て
名

代
理

又
は
代
表
者
を
選

す
合

は
、

」

郵
便

が
速

か
に

達
さ

る
も

物
や

配
れ

の
を
記

（

ロ
先
の
出
願
が
広
域
出
願
の
場
合
に
は

先
の
出
願
の
番
号
及
び
適
用
さ
れ
る
広
域
特
許
の

先
の
出
願
を
し
た
日
付

、
、

イ
先
の
出
願
が
国
内
出
願
の
場
合
に
は

先
の
出
願
の
番
号
及
び
先
の
出
願
が
さ
れ
た
国
名

先
の
出
願
を
し
た
日
付

、
、

優
先
権

主
張
に

る
先

願
示

次
に
よ
り

載
る

の
係

の
出

の
表

を
記

す
1
2

。

出
願
人
登
録
番
号

代
理
人
登
録
番
号

識
別
番
号
を
な
る
べ
く
記
載
す
る

1
1

。

」

」

も
に

が
付
さ

る
た
め

あ
載

る
と
と

通
知

送
れ

の
て
名
を
記

す
、

。

 

く
及
び
あ

載
る

願
人

人
任

い
場

あ
つ

名
若
し

は
名
称

て
名
を
記

す
す
べ
て
の
出

の
代
理

又
は
代
表
者
を
選

し
な

合
で

て
。

人
に

そ
氏

代
理

又
は
代
表
者

の
欄

は
の
者
の

1
0

、
、

あ
習
上

要
た

国
か

住
番
号
ま

て
名
は

慣
の

件
を
満

し
名

ら
居

で

）

、
、

- 15 -



そ
の
出
願
を
行
つ
た
パ
リ
条
約
同
盟
国
又
は
世
界
貿

易
機
関
加
盟
国
の
少
な
く
と
も
１
か
国
の
国
名
を
記
載
す
る
。

国
際
出
願
日
、

る
。

 
「

人
印

願
人
が

人
任

た
場

に
代
理

又
は
代
表
者
の
記
名
押

出
代
理

又
は
代
表
者
を
選

し
合

は

」

日
付

に
よ
り

に
つ
い

数
字
及
び
年
に
つ
い

は
暦

月
て
の

て
の

1
4

、
、

）。
暦
に
よ
る
日
付
を
併
記
す
る
。


 

「


そ
の
代
理
人
又
は
代
表
者
が
記
名
押
印
を
す
る

代
理
人
又
は
代
表
者
が
選
任
さ
れ
な
い
場
合
に
は

少
な
く
と
も
一

。
、

、

願
人

に
出

の
欄

は
1
5

、
、

他
の
紀
元
又
は
暦
を
用
い
る
場
合
に
は

西
暦
紀
元
及
び
グ
レ
ゴ
リ

、
ー

数
字

か
つ

年
６

日
日
及
び

数
字

に
ピ

付
で
表
示
し

例
え
ば

月
は

月
の

の
後

リ
オ
ド
を

す
2
0
0
3

2
8

2
8
.
0
6
.
2
0
0
3

（

、
、

「

」

数
字
を
こ
の
順
序
に
従
つ

日
及
び
月
に
つ
い

２
桁
の
ア

ビ
ア
数
字

表
示
し

年
に
つ
い

４
桁
の
ア

ビ
ア

て
て

ラ
で

て
ラ

、
、

西
紀
元
及
び
グ
レ
ゴ

日
に
つ
い

数
字

暦
リ

て
の

ー
、

言
語
を

日
本
語

の
よ
う
に
記
載
す
る
。

「

」

照
国
際

願
受

官
が

め
る

国
際

願
に

用
た

項
に

合
欄

本
出

の
言
語

理
庁

認
言
語
の
う
ち

出
使

し
の
欄
中

の
は

1
3

、

」

」

「

ハ
先
の
出
願
が
国
際
出
願
の
場
合
に
は

国
際
出
願
番
号
及
び
出
願
が
さ
れ
た
受
理
官
庁
名
を
記
載
す

、

願
の
う

Ａ
Ｒ
Ｉ
Ｐ
Ｏ
特
許
を
先
の
出
願
と
す
る
場
合
に
は

ち
、

、

取
決
め
に
基
づ

広
る
権

有
る
国
内
当
局

政
当
局

載
る

広
き

域
特
許
を
付
与
す

限
を

す
又
は

府
間

の
名
称
を
記

す
域
出

。

- 16 -



1
6


付
し

陳
述
書
の
数
を
記
載
す
る

、
。

内
に

印
９

気
ィ
ス

類
及
び
数

載
の
□

レ
を

の
磁

デ
ク
の
種

を
記

し
．

、

「

タ
を

て
を

成
す

と
き
は

印
字

用
い

願
書

作
る

、

一
の
大
き
さ
の
欄
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

印
た

式
さ
に

い
刷
し

様
と
同
じ
大
き

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

。

ロ
す
べ
て
の
欄
は
、

様
式
第
７
の
形
式
と
一
致
し

対
応
す
る
ペ

、
ー

照
内
に

印
付

イ
合
欄

の
□

レ
を

し
1
0

、
．

」

第
条
の
３
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
願
書
に
添
付
す
る
と

は
次
の
要
領

記
載
す
る

1
9

5
0

き
で

、
。

願
書
に

法
省

に
規
定

る
事
項
以
外

い
か

る
事
項
も

載
い

は
又
は
こ
の

令
す

の
な

記
し
て
は
な
ら
な

1
8

、
。

 

ホ
項
目
と
そ
の
他
の
情
報
は

は
つ

り
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

き
、

。

 

ニ
受

官
及
び
国
際
事
務
局

用
る

理
庁

の
使

す
欄
は
、

ハ
欄
の
番
号
及
び
項
目
は

表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

そ
こ
に
記
入
す
る
情
報
が
な
い
と

も
き

、
。

、

か
い

一
本
線
で
描

な
け
れ
ば
な
ら
な

。

イ
願
書
の
割
り
付
け
及
び
内
容
は

ジ
に
同
一
の
情
報
と
実
質
的
に
同

、

ピ
ュ

次
に
よ
り
作

る
コ
ン

成
す

1
7

ー
。

記
載
す
べ

情
報
の
す
べ

を
該
当
す
る
欄
に
記
載
し

れ
な
い
と

は
追
記
欄
を
用
い

記
載
す
る

き
て

き
き

て
、

。

 

人
の
出
願
人
が
記
名
押
印
を
す
る
。

 

- 17 -



ロ

「 1 2
．
□


そ
の
他

（書
類
名
を
具
体
的
に
記
載

）

：

」の 

□
内
に
レ
印
を
付
し
、

「磁
気
デ
ィ
ス
ク
の

そ
の
書
面
の
数
を
記
載
す
る
。

「陳
述
書

」は
、

。

「国
際
出
願
の
表
示

」

考
８
に
従
つ
て
記
載
す
る
。

陳
述
書

本
し

磁
ク

記
し

塩
又
は
ア

酸
は

書
に
添
付

た
気
デ
ィ
ス

に
録

た
基
配
列

ミ
ノ

配
列

、

又
は
ア
ミ
ノ
酸
配
列
を
忠
実
に
コ
ー

特
許
庁
長
官

殿

文
例

（

）
ハ

原
則

次
に
よ
り
作

る
と
し
て

の
文
例

成
す

記
録
形
式
等
の
情
報
を
記
載
し
た
書
面

と
記
載
し
、

」

の
は

項
目

、
様
式
第
１
の
備

明
細
書
に
記
載
し
た
塩
基
配
列

で
て

ド
化
し
た
も
の

あ
つ

、

月

で
内
容
を
変
更
し
た
も
の

な
い
こ
と
を
陳
述
し
ま
す
。

平
成

国
際
出
願
の
表
示

発
明
の
名
称

特
許
出
願
人
・
代
理
人 

年
日

,

 

- 18 -



ニ

「磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
記
録
形
式
等
の
情
報
を
記
載
し
た
書
面

」は
、
原
則
と
し
て
、

「出
願
人
氏
名

（名
称

）
」、

「代
理
人
氏
名

（名
称

）
」、

「国
際
出
願
の
表
示

」、

「発
明
の
名
称

」、

「使
用
し
た
文
字
コ
ー
ド

」、

「

連
絡
先

（電
話
番
号
及
び
担
当
者
の
氏
名

）
」

22 01

約 関力納

に す 手 をそ 条付

基 る 数 記の 約す

づ 手 録他 にべ 料

く 続 計 しは 基き

、 国 等づ手 算 た

様 際 の 用 フく数

特式 出 紙 ァ国料

第 願 例 に イ際の

に１ 等 お ル出額

の に 関 い 名願を

」

備 関 す て等記

、考 す る 及に載

１ る 法 び関し

「

、
、

、
、

、 法 律す

「
律 施２ る

（

行法予

４ 国 規律納

（

則内台

（

法９ 国帳

）

平内番

1 成法号

0

）」

か ２
年ら を 第 

「

1 1 通

85

商ま 振 条

で 産替 第

、
、

業番 １

1 省号 項

7

」

令第

2 第と １

0

4及 し 号

1

、 号び の

。2 の振 規

1

以 項と 替 定

下 目同 番 に

「

を様 号 よ

特と を る 設

例 けす 記 手

法載 てる 数

。 の 施 工 記す 料

」

行る 欄 業 載

。 に 規 所 すの

則は 有 る欄

」

見 権 こに

込 に とは

に
よ
り
作
成
す
る
。

 
1
8
条

１
１

の
の

て
法
第 

第
項
第

号
規
定
に
よ
る
手
数
料

納
付
に
つ
い

、

い
う
。

）第
4
0
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
見
込
額
か
ら
の
納
付
の
申
出
を
行
う
と
き
は
、

「１
．
及
び
２
．
特
許
協
力
条

第
1
8
条
第
１
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
手
数
料

」

額
か
ら
納
付
に
充
て
る
手
数
料
の
額
を
記
載
し
、

「予
納
台
帳
番
号

」の
欄
に
は
予
納
台
帳
の
番
号
を
記
載
す
る
。

法
施
行
規
則
第
4
0
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
の
申
出
を
行
う
と
き
は
、

「１
．
及
び
２
．
特
許
協

配
列と

特
例

- 19 -



様
式
第
七
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
７
の
２

第
条
関
係

1
6

（

）
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- 24 -



- 25 -
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〔備
考

〕
き

0
.
2
1
c
m

大
文
字
の
大

さ
が
縦 

以
上
の
文
字
の
タ
イ
プ
印
書
又
は
印
刷
に
よ
り
、

P
R
I
O
R
I
T
Y
C
L
A
I
M

「

」

a
r
e 

c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n 

電
方

静
的

法
、

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
記
載
す
る
。

２ 

T
I
T
L
E 

O
F 

I
N
V
E
N
T
I
O
N
は
、

か
つ
、
的
確
な
も
の
と
す

る
。

３
記
載
す
べ
き
出
願
人
又
は
発
明
者
の
す
べ
て
を
該
当
す
る
欄
に
記
載
し
き
れ
な
い
と
き
は
、

「F
u
r
t
h
e
r 

a
p
p
l
i
c
a
n
t
s

a 

s
h
e
e
t .

」の
前
の
□
内
に
レ
印
を
付
し
、

続
葉
を
用
い
て
記
載
す
る
。




４
A
p
p
l
i
c
a
n
t '
s 

r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n 

N
o . 

w
i
t
h 

t
h
e 

及
び

「A
g
e
n
t '
s 

r
e
g
i
s
t
r
a
t
i
o
n 

N
o . 

w
i
t
h 

t
h
e 

O
f
 

f
i
c e

」


イ
国
内
出
願

先
の
出
願
を
し
た
日
付

の
場
合
に
は

先
の
出
願
の

）

、
、

５
に

優
先
権

主
張
に

る
先

願
示

次
に
よ
り

載
る

の
欄

は
の

係
の
出

の
表

を
記

す
、

。

の
欄
に
は

識
別
番
号
を
な
る
べ
く
記
載
す
る

、
。 O
f
f
i
c
e

「

」

a
n
d
/
o
r 

(
f
u
r
t
h
e
r
)
i
n
v
e
n
t
o
r
s 

i
n
d
i
c
a
t
e
d
o
n 

く
以
上
７

以
内

あ
る

が
ま

い
短

２
語

語
で

こ
と

望
し

（

。
、

い
色

真
真

フ
ッ

及
び

イ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
つ

直
接
に
任
意

数
複
製

で
オ

セ
ト

マ
ク
ロ

て
の
部

の
を

写
写

、
、

１
記
載
事
項
は

暗
色
の
退
色
性
の
な

、

先
の
出
願
が

「n
a
t
i
o
n
a
l 

a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n

」
（

）
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ロ

番
号
及
び
先
の
出
願
が
さ
れ
た
国
名
を
記
載
す
る
。

先
の
出
願
が

「r
e
g
i
o
n
a
l 

a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n

」
（広

域
出
願

）の
場
合
に
は
、
先
の
出
願
を
し
た
日
付
、
先
の
出
願
の

は
、

広
域
出
願
の
う
ち
、

人
願
人
が

署
る

一
の
出

記
名
し

名
を
す

、
。

署
名
を
す
る

少
な
く
と
も

。

A
G
E
N
T
O
R
C
O
M
M
O
N
R
E
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
V
E

「

」

そ
の
出
願
を
行
つ
た
パ
リ
条
約
同
盟
国
又
は
世
界
貿
易
機
関
の
少
な
く
と
も
１
か
国
の
国
名
を
記
載
す
る
。

先
の
出
願
が

「i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l 

a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n

」
（

C
H
E
C
K
L
I
S
T

「

」

o
f
f
i
l
i
n
g 

o
f
t
h
e
 

び
出
願
が
さ
れ
た
受
理
官
庁
名
を
記
載
す
る
。

８ ７ ６

を 認 ハ

第 選 め 番

5 S
I
G
N
A
T
U
R
E 

O
F 

A
P
P
L
I
C
A
N
T

任 る 号

0
条 し 言 関 及

の た 語 連 び

３ 場 の す 適

第 合 う る 用

２ に ち 広 さ

項 は 国 域 れの

「

、の 際 官 る

L
a
n
g
u
a
g
e 

規 そ 出 庁 広

）

定 の 願 域

に 代 に を 特

,よ 理 使 記 許

り 人 用 載 の

磁 が し す 取

気 記 た る 決

。デ 名 言 め

ィ し 語 に

、ス を 基

「

ク づ

E
n
g
l
i
s
h

を き

願 広

国

i
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l 

a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n

書 域

際

」

に 特

出

添 許

の 願

）
付 代 Ａ を

よ

す 理 Ｒ 付

う

る 人 Ｉ 与

に

と が Ｐ す

記

き 選 の Ｏ る

載

は 任 欄 特 権

す

、 にさ 許 限

る

次 れ は を を

。 国

、の な 先 有

際

」

要 い す の す

出

領 場 べ 出 る

の 願

で 合 て 願 機

項 日

記 に の と 関

、に

載 は 出 す の

は

、す 願 る 名

、

る 人 場 称

（

受

。 が 合

理

代 に 実

官

理 は 際

庁

、人 に

が

場
に

国
際

願
番
号
及

の
合

は
出

、
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イ

「C
H
E
C
K
L
I
S
T

」の
９
．
の
□
内
に
レ
印
を
付
し
、
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
種
類
及
び
数
を
記
載
し
、
1
0
．
の
□
内
に
レ

印
を
付
し
、
陳
述
書
の
数
を
記
載
す
る
。

ロ

「1
2
．
□ 

o
t
h
e
r 

( 

Specify
) 

:
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. 

:

」の 

□
内
に
レ
印
を
付
す
と
と
も
に
、
点
線
上
に

「I

n
f
o
r
m
a
t
i
o
n 
S
u
c
h 

a
s 

R
e
c
o
r
d
i
n
g 

F
o
r
m 

o
f 

M
a
g
n
e
t
i
c 

d
i
s
k

」と
記
載
し
、
そ
の
書
面
の
数
を
記
載
す
る
。

ハ

「S
t
a
t
e
m
e
n
t

」は
、
原
則
と
し
て
次
の
文
例
に
よ
り
作
成
す
る
。

「I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n 

o
f 

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l 

A
p
p

I
t
i
s 

h
e
r
e
b
y 

t
e
x
t
d
a
t
a 

n
u
c
l
e
o
t
i
d
e 

a
m
i
n
o
 

P
a
t
e
n
t
O
f
f
i
c
e 

C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
e
r
 

l
i
c
a
t
i
o
n

」の
項
目
は
、
様
式
第
１
の
２
の
備
考
３
に
従
つ
て
記
載
す
る
。

（文
例

） 

S
T
A
T
E
M
E
N
T
 

T
O 

: 

o
f
t
h
e
 

s
t
a
t
e
d 

t
h
a
t 

t
h
e 

o
f 

t
h
e 

a
n
d
/
o
r 

a
c
i
d 

s
e
q
u
e
n
c
e
(
s
)
r
e
 

c
o
r
d
e
d 

o
n 

t
h
e 

m
a
g
n
e
t
i
c 

d
i
s
k 

i
s 

i
d
e
n
t
i
c
a
l 

t
o 
t
h
e 
n
u
c
l
e
o
t
i
d
e 

a
n
d
/
o
r 

a
m
i
n
o 

a
c
i
d 

s
e
q
u
e
n
c
e
(
s
)
w
r
 

i
t
t
e
n 

i
n 

t
h
e 

s
p
e
c
i
f
i
c
a
t
i
o
n .
 

D
a t e
,
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I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n 

o
f 

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l 

A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
 

T
i
t
l
e 

o
f 

I
n
v
e
n
t
i
o
n
 

:
 

:
 

A
p
p
l
i
c
a
n
t 
(
A
g
e
n
t

） 

: 

S
i
g
n
a
t
u
r
e 

(
,
)

ニ

「I
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n 

S
u
c
h 

a
s 

R
e
c
o
r
d
i
n
g 

F
o
r
m 

o
f 

M
a
g
n
e
t
i
c 

d
i
s
k

」は
、
原
則
と
し
て
、

「A
p
p
l
i
c
a
n
t

」、

「

A
g
e
n
t

」、

「 

I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l 

A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n

」、

「T
i
t
l
e 

o
f 

I
n
v
e
n
t
i
o
n

」、

「 

a
r
a
c
t
e
r 

C
o
d
e

」、

「F
i
l
e 
N
a
m
e

」及
び

「C
o
n
t
a
c
t 

P
e
r
s
o
n 

(
T
e
l 

(
F
a
x
)
, 

N
a
m
e
)

」の
項
目
を
設
け
て
記
載
す
る

こ
と
に
よ
り
作
成
す
る
。

９
そ
の
他
は
、
様
式
第
１
の
備
考

２
４

９ 

1
3
か
ら
1
5
ま
で
、
2
0
及
び
2
1
、
様
式
第
１
の
２
の
備
考
１
、
４
及

１
、

、
、

、

び
７
並
び
に
様
式
第
７
の
備
考
１
か
ら
４
ま

６ 
1
0 

1
4
及
び
1
6
か
ら
1
8
ま
で
と
同
様
と
す
る
。

で
、

、
、

I
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n 

o
f
t
h
e 

C
h


様
式
第
二
十
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
2
1

（第
5
3
条
関
係

）
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〔備
考

〕「

は
、
受
理
官
庁
の
名
称
を

「Ｒ
Ｏ
／
Ｊ
Ｐ

」の
よ
う
に
記
載
す
る
。

２
記
載
す
べ
き
出
願
人
の
す
べ
て
を
該
当
す
る
欄
に
記
載
し
き
れ
な
い
と
き
は
、

「そ
の
他
の
出
願
人
が
続
葉
に
記
載
さ

れ
て
い
る
。

」の
前
の 

□
内
に
レ
印
を
付
し
、
続
葉
を
用
い
て
記
載
す
る
。

「

通
知
の
あ

名
の
欄
に
は

て
、

」
該
当
す
る
□
内

レ
を
付
す

に
印

。

と
と
も
に
、

「

イ
補
正
に
関
す
る
記
述

国
際
予
備
審
査
に
お
け
る
補
正
の
扱
い
に
つ
い
て
、

」

国
際
予

審
に
対

る
基

事
項

次
に
よ
り

載
る

４
備

査
す

本
記

す
。

」

通
知
の
た
め
の
あ

名
の
前
の
□
内
に
レ
印
を
付
す

て
。

」

国
際
予

審
に

る
報

書
等

先
た
に

た
場

に
そ

あ
載

る
備

査
係

告
の
通
知

を
新

設
け

合
は

の
て
名
を
記

す
、

代
表
者
に
よ
り
行
う
場
合
に
は

そ
の
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
及
び
あ

名
を
記
載
す
る
と
と
も
に

て
、

、

あ
定
め

い
場

に
載

不
要

あ
る
が

国
際
予

審
求

願
人

人
の

て
名
を

な
合

は
記

は
で

備
査
請

を
す
べ
て
の
出

の
代
理

又
は

、
、

３
代
理
人
又
は
代
表
者

出
願
人
自
身
が
国
際
予
備
審
査
請
求
を
行
う
場
合
及
び
通
知

、

国
際

願
番
号

受
い

い
場

に
出

の
通
知
を

け
て

な
合

「
１

国
際
出
願
番
号

既
に
特
許
庁
か
ら
国
際
出
願
番
号
の
通
知
を
受
け

い
る
場
合
に
は

て
、

」

の
項
は

出
願
人
の
希
望
を
記
載
す

、

に
の
欄

は
、

「 Ｃ
／
Ｊ

／
よ

に
載

Ｐ
Ｔ

Ｐ
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

の
う

記
し
、

」

の
項
に
は

そ
の
番
号
を

、
「

- 41 -



受
理
官
庁
が
認
め
る
言
語
の
う
ち
国
際
出
願
に
使
用
し
た
言
語

を

「日
本
語

」
1
0 

1
1

４
様

の
備

３
及
び

並
び
に

式
第
７

考 

、
、

、

様
式
第
二
十
一
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第

の
２

第
条
関
係

2
1

5
3

（

）

1
4
1
5 

そ
の
他
は

及
び

2
0

2
1

、
、

３
考

及
び

同
る

の
備

１
と

様
と
す

1
7

1
8

、
。

５
２

５
９

様
式
第
１
の
備
考
１

か
ら

ま
４

７
様
式
第
２
の

1
7

1
2

1
5
で

、
、

、
、

、
、

、
、

、

よ
に

載
る

も
に

当
る

内
に

印
付

の
う

記
す

と
と

該
す

□
レ

を
す

、
。

ロ
国
際
予
備
審
査
を
行
う
た
め
の
言
語
に
つ
い

は
て

、

る
も

あ
り

当
る

内
に

印
付

の
で

該
す

□
レ

を
す

、
。
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〔備
考

〕「I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n 

N
o .

」

既
に
特
許
庁
か
ら
国
際
出
願
番
号
の
通
知
を
受
け
て
い
る
場
合

２
記
載
す
べ
き
出
願
人
の
す
べ
て
を
該
当
す
る
欄
に
記
載
し
き
れ
な
い
と
き
は
、

「F
u
r
t
h
e
r 

i
n
d
i
c

a 

s
h
e
e
t

」の
前
の
□
内
に
レ
印
を
付
し
、
続
葉
を
用
い
て
記
載
す
る
。

A
G
E
N
T 

O
R 

C
O
M
M
O
N 

R
E
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
V
E 

; 

a
p
p
l
i
c
a
n
t
s 

a
r
e
 

た
場
合
に
は
、
そ
の
あ
て
名
を
記
載
す
る
と
と
も
に
、

「A
d
d
r
e
s
s 

f
o
r 

c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e

」の
前
の
□
内
に
レ
印
を
付

B
A
S
I
S
F
O
R
I
N
T
E
R
N
A
T
I
O
N
A
L
P
R
E
L
I
M
I
N
A
R
Y
E
X
A
M
I
N
A
T
I
O
N

「

」

の
欄
に
は

O
R
A
D
D
R
E
S
S
F
O
R
C
O
R
R
E
S
P
O
N
D
E
N
C
E

、

「

」

a
t
e
d
o
n 

c
o
n
t
i
n
u
a
t
i
o
n 

受
理
官
庁
の
名
称
を

Ｒ
Ｏ
／
Ｊ
Ｐ

「

」

Ｃ
／
Ｊ

／
国
際

願
番
号

受
Ｐ

Ｔ
Ｐ
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇

出
の
通
知
を

」

す
。

４
の
欄
に
は

次
に
よ
り
記
載
す
る

、
。

載
る

も
に

当
る

内
に

印
付

国
際
予

審
に

る
報

書
等

先
た
に

を
記

す
と
と

該
す

□
レ

を
す

備
査

係
告

の
通
知

を
新

設
け

、
。

請
求
を
す
べ

の
出
願
人
の
代
理
人
又
は
代
表
者
に
よ
り
行
う
場
合
に
は

そ
の
者
の
氏
名
若
し
く
は
名
称
及
び
あ

名
て

て
、

際
予

審
求

場
及
び

定
め

い
場

に
載

不
要

る
が

国
際
予

審
備

査
請

を
行
う

合
通
知
の
あ
て
名
を

な
合

は
記

は
で
あ

備
査

、
、

３
出
願
人
自
身
が
国

け
い
な
い
場
合
に
は

の
よ
う
に
記
載
す
る

て
、

。

に
そ

番
号

よ
に

載
は

の
を

の
う

記
し

、
、

「

１
の
項
に
は
、
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５

イ
２１

「 S
t
a
t
e
m
e
n
t 

c
o
n
c
e
r
n
i
n
g
 

a m e n
d
m e n
t
s

」の
は

項
、

備
査

お
け

補
正
の
扱

て
国
際
予

審
に

る
い
に
つ
い

、

を

「E
n
g
l
i
s
h

」の
よ
う
に
記
載
す
る
と
と
も
に
、

様
１
の
備

１
式
第

考
、

、
、

、
、

、
、

及
び
７
、

に
様
式
第
７
の
２
の
備
考
４
と
同
様
と
す
る
。

９
４

式
第

３
考

式
第

考
及
び
３

様
２
の

の
備

１
様

２
の
４
の
備

２
、

、

そ
５

の
他
は

２
1
3
1
4

、

国
際
予

審
た
め

に
つ
い

ロ
備

査
を
行
う

の
言
語

て
は
、

の
希
望
を
記
載
す
る
も
の

あ
り

該
当
す
る
□
内
に
レ
印
を
付
す

で
、

。

受
理
官
庁
が
認
め
る
言
語
の
う
ち
国
際
出
願
に
使
用
し
た
言
語

該
当
す
る 

□
内
に
レ
印
を
付
す
。

2
0

2
1

及
び 

、
様

１
の
２
の
備

２
式
第

考
、

、
４

1
4

様
の
備

式
第
７

考 

、
、

1
5
 

1
7
及
び
1
8
並
び

（
施
行
期
日
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
第
二
十
一
及
び
様
式
第
二
十
一
の
二
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
に
特

許
庁
が
受
理
す
る
国
際
出
願
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
特
許
庁
が
受
理
し
た
国
際
出
願
に
つ
い
て
は

出
願
人

５

附

則
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、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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